
特 記 仕 様 書

１．総則

この特記仕様書は、文化施設課が市川市文化会館内で使用する補聴システムの購入

について、必要な事項を定めることを目的とする。

２．件名

市川市文化会館用備品の購入（補聴システム）

３．品名及び数量

ＦＭ集団補聴システム 一式

①トランスミッターミキサー ２台 （大ホール １台・ 小ホール １台）

②オーディオインターフェース ２台 （大ホール １台・ 小ホール １台）

③ＦＭ送信機 ３台 （大ホール ２台 ・ 小ホール １台）

④ＦＭ受信機 ３０台 （大ホール２０台 ・ 小ホール１０台）

⑤充電器 ３台 （大ホール ２台 ・ 小ホール １台）

⑥ステレオイヤホン ３０台 （大ホール２０台 ・ 小ホール１０台）

⑦誘導コイルアダプター １０台 （大ホール ８台 ・ 小ホール ２台）

４．納入期限

令和５年１月３１日（火）

５．納入場所

市川市文化会館（市川市大和田１丁目１番５号）

６．担当課

文化スポーツ部 文化施設課

７．規格

・大ホール、小ホール内にて聴覚障がい者や難聴者の方々にヘッドフォンや補聴器を

使用してホール内の音声をクリアーに聞いてもらうためのもの。

・ホール内の音響機器に接続してＦＭ送信機からＦＭ受信機へ電波を利用して音声を

聞くことができること（トランスミッターミキサーやオーディオバランス装置を含

む）。

・大小ホール１０～３０人程度にて同時利用可能な機器であること。



 

 

①トランスミ

ッターミキサ

ー 

③ＦＭ送信機と接続が可能なこと。 

音響機器との接続をするためのケーブルを付属すること。 

②オーディオ

インターフェ

ース 

①トランスミッターミキサーと接続が可能なこと。 

ミキサー及び音響機器との接続をするためのケーブルを付属すること。 

③ＦＭ送信機 

（三脚スタン

ド含む） 

非常時には非常用バッテリーからも電源供給が可能なもの。 

三脚にてポータブルに設置が可能なこと。送信機の設置場所は別紙を想

定している。 

（参考）三脚スタンドの仕様 

材質：アルミニウム、重量：1kg 

高さ寸法：750 ㎜以下～2,110 ㎜以上 

（当該範囲内で伸縮固定が可能なこと） 付属品：収納ケース 

④ＦＭ受信機 

重量７０グラム以内であること 

充電池（充電時間４時間以内、使用可能時間８時間以上）で使用可能で

あること 

⑤充電器 「④ＦＭ受信機」を１２台以上同時充電可能であること 

⑥イヤホン 骨伝導及び空気伝導の機能を有するステレオイヤホンであること 

⑦アダプター 「④ＦＭ受信機」と個人補聴器とを接続して電磁誘導させるもの 

【参考製品】有限会社アイアシステム ７５Ｍ帯ＦＭ補聴システム 

①トランスミッターミキサー    ：MM-700 

②オーディオインターフェース   ：ES-IF10 

③ＦＭ送信機（三脚スタンド含む） ：MT-700 

④ＦＭ受信機           ：LR-5200 

⑤充電器             ：LA-380 

⑥イヤホン            ：ES-90S 

⑦アダプター           ：ES-SI09 

 

 ※上記の参考製品以外で同等の品質、機能を有する製品を選定する場合は、入札参加申請

時に質疑書及び製品仕様が明記されたカタログ等を提出し、担当課の承諾を得ること。 

 

８．納入について 

 （１）納入の際は契約課及び担当課職員の検収を受けるものとする。 

 （２）納入のスケジュールについては、事前に担当課と協議するものとする。 



 （３）納入物件に製品保証書、説明書が付属している場合には併せて納入すること。 

 （４）取付けが必要な機器については、担当課職員の指示に従い、取付け作業等を行う  

こと。 

 （５）試運転調整、取扱い説明を担当課職員に行うこと。 

 （６）納入においては、施設内の破損防止に努め、各出入口・階段・移動通路等破損の  

危険性が高い箇所及び必要がある場所については、必ず養生を行うものとする。 

 （７）施設及び物品等を破損した場合は、受注者において完全に修復すること。 

 （８）納入時に発生する梱包材等は受注者の責任において適正に処分すること。 

 （９）水道・電気（什器の設置に使用する工具の充電に限る）の利用は無償とする。 

 

９．その他 

 （１）契約金額には養生・搬入・組立て・設置に係る費用を含めるものとする。 

 （２）本仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、発注者と受注者がその都度 

協議の上、決定するものとする。 

 （３）暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。 

 （４）この特記仕様書に定めのない事項については、物品供給契約書（「物品供給契約約

款」を含む）に定めるとおりとする。 












